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研究成果の概要（和文）：2018年の日本の相続法改正の概要と問題点について、ハンブルク・マックスプランク
外国私法・国際私法研究所にてドイツ語で報告し、同研究所が発行している法学雑誌に内容をドイツ語論文とし
て公表した。また、スイスの相続法改正の議論や2015年オーストリア相続法改正による新遺留分制度の概要を日
本の改正相続法と比較して検討し、研究成果として日本語の論文を公表した。最後に、日本の新しい相続法を高
齢社会への対応という観点から分析して英語の論文にまとめ、2020年3月23－25日にポーランドのトルンで開催
される国際学会での報告が決まった。しかしコロナウィルスの影響で学会は2020年9月に延期となった。

研究成果の概要（英文）：I worked at Max-Planck-Institute Hamburg in Germany and gave a presentation 
about the reform of the Japanese succession law 2018 and the article was published in  Journal of 
Japanese Law in Germany. And I analyzed the difference of the reform of law of succession in 
Switzerland, Austria and Japan and the articles were published in Japan. Lastly, I mede a reserch in
 the reform of the Japanese succession law for the aging society and I was invited to make a 
presentation in Internationl Conference of Research on Family Services, 23-25 March 2020, Torun, 
Poland. But the Conference was postponed to September 2020 because of Covid-19-Pandemic. 

研究分野： 民法　相続法　家族法

キーワード： 相続法　2018年相続法改正　遺留分制度　オーストリア相続法改正　スイス相続法改正　配偶者相続権
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　ドイツ・ハンブルクのマックスプランク外国私法・国際私法研究所にて、日本における2018年の相続法改正
を、同研究所のシンポジウムで報告し、研究所が発行している法学雑誌に公表した。これにより、様々な国の研
究者に日本の相続法改正の意義と問題点を知ってもらうことができた。同時に、日本の相続法改正について、諸
外国の研究者から客観的な意見を聴くことができた。また、ヨーロッパ諸国の相続法改正の情報を各国の研究者
から直接に得ることができ、その内容を日本の法学雑誌に公表した。これらの研究成果は、日本の新しい相続法
の解釈やさらなる立法を検討する上で有意義であったといえる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。
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１．研究開始当初の背景 

2017 年の日本では、配偶者相続権の修正をはじめとして、相続法の原則を根本的に見直

すことを内容とする相続法改正の検討が行われ、公表された中間試案に基づいた議論が進

行していた。そこでは、配偶者の居住権への配慮や、夫婦の継続期間に見合った相続権の

設定など、実質に見合った配偶者相続権を追求する立場が表れていた（「民法（相続関係）

等の改正に関する中間試案の補足説明」15 頁。もっとも、配偶者相続権の見直しは、最終

的に 2018 年 7 月に公表された改正相続法では、903 条 4 項において部分的にのみ実現さ

れるに至った）。しかし、相続法改正の議論においては、現代の変化しつつある家族におい

て実質に見合った配偶者相続権を追求するという大まかな方向性では意見が一致していた

ものの、議論の前提として、配偶者相続権と夫婦財産制の関係が明らかではなく、被相続

人が死亡した際に、死者名義の財産のうちどの部分が生存配偶者の財産であるかを正確に

定めて議論することができない状況であった。 

つまり、夫婦の一方が死亡した場合には、他方は遺産の一定割合を相続することができ

るが、ここでいう遺産とは、夫婦の実質的な共有財産を清算した後の実質的に死亡配偶者

に帰属する財産のみを指すのか、それとも、清算する前の名義上死亡配偶者の帰属する財

産をすべて遺産とし、そこから、一定割合を相続することができるかについて、民法上明

らかと言えない状況である。このように配偶者相続権と夫婦財産制の関係が曖昧な状況で

は、配偶者相続権の前提となる遺産の範囲が不明確なままであり、あるべき配偶者相続権

を考察する理論的基盤が整っているとはいえない状況であった。 
２．研究の目的 
 そこで、本研究は、夫婦財産制と相続法との関係を解明することに重点を置きつつ、あ

るべき配偶者相続権を考察することを目的として掲げている。上述のように民法において、

夫婦財産制と相続法との関係が曖昧になっているのが大きな問題となっている。民法上、

夫婦財産制は原則として別産であり、離婚時に、実質的に夫婦の共有財産であると捉える

ことのできる財産は財産分与によって清算されるというのが一般的な理解である。そして、

配偶者の一方の死亡時には、生存配偶者は、夫婦の実質的な共有財産を清算する前の、名

義上死亡配偶者に帰属する財産を遺産として、そこから法定相続分を相続することにより、

夫婦の実質的な共有財産の清算を受けることになる。しかし、このような画一的な相続権

によっては、実質に見合った清算を受けることは困難である。配偶者の実質に見合った相

続権を確保するためには、夫婦財産制と相続法との関係についての、上記の理解を根本的

に見直す必要がある。もっとも、相続権をより実質に見合った権利に高めようとする試み

は、相続における画一的解決の必要性という無視しえない問題に直面する。本研究は、こ

のような問題に取り組みつつ、今後の相続法の立法および解釈を発展させるために、現行

法上不明確である配偶者相続権と夫婦財産制との関係について究明することを目的として

いる。  
３．研究の方法 

この問題を追求するためには、比較法的見地からの研究が不可欠である。なぜなら、日

本では現行法上、夫婦財産制と相続権との関係が不明確であり、配偶者相続権の根拠につ

いては議論が盛んであるものの、具体的な立法論や解釈論につなげるところにまで検討が

熟しているとはいえない状況だからである。そこで、比較法の素材として、ドイツの相続

法を対象にした。なぜなら、ドイツにおいては、日本において曖昧である夫婦財産制と配

偶者相続権との関係について、ドイツ民法上手掛かりとなる規定が存在し、両者の関係を



踏まえた配偶者相続権の研究がより深化した形で行われているからである。ドイツ民法に

よると、法定夫婦財産制は剰余共同制であり（ドイツ民法１３６３条）、夫婦の一方が死亡

した場合には、離婚の場合とは異なり、剰余を清算せずに、他方の相続分を一律に 1/4 高

めるという方法をとっている（ドイツ民法１３７１条１項）。 

このような規律の理由は、剰余の清算をすることによる紛争を回避するためであるとさ

れているが（Dieter Schwab, Familienrecht,24.Aufl.2016,S.92; Rainer Frank/Tobias 

Helmus,Erbrecht,6.Aufl.2013,S.28.）、同規律は、学説において理論的・実際的観点から

問題があるとの指摘が鋭くなされていた（Frank/Helms,a.a.O.S.30;Anne Röthel/Wilfried 

Schlüter,Erbrecht,2015,S.53.）。２０１０年の第６８回ドイツ法曹大会では、このことが

テーマとして取り上げられ、検討された（Anne Röthel,68.DJT 2010,A 49ff.）。このよう

に夫婦財産制と相続法との関係について議論の蓄積のあるドイツ相続法を、ドイツ国内の

研究者と共同し、議論を重ねながら研究することが、配偶者相続権のあるべき方向性の理

論的、実際的な基盤の形成にとって不可欠である。 

そこで、マックスプランク外国私法・国際私法研究所(ハンブルク)に客員研究員として

滞在し、バウム教授をはじめとするハンブルクを拠点とする研究者に協力を依頼し、上記

の問題を研究することとした。  

また、国際的な共同研究を進める上では、日本の相続法について説明し、問題点を共有

することが不可欠であると考えられたため、日本の相続法改正の概要を発表して諸外国の

研究者の意見と意見交換しながら研究を進めることとした。 

４．研究成果 

（１）配偶者相続権と夫婦財産制との関係について、レーテル教授との議論に基づいてド

イツ相続法の規定と比較しながら分析し、夫婦の財産関係の実質的な清算の必要性につい

て理論的および実際的な根拠を提示し、2017 年 11 月の日本家族（社会と法）学会のシン

ポジウムで報告し、内容を同学会の法学雑誌にて公表した（2018 年 9 月）。 

（２）バウム教授の協力を得てコツィオール教授との共同研究により、日本の 2018 年相続

法改正の中間試案を分析したドイツ語の学術論文を、マックスプランク外国私法・国際私

法研究所の発行する日本法ジャーナルに公表した（2017 年 12 月）。さらに、コツィオール

教授との共同研究により、日本の相続法改正の概要と問題点を分析し、2018 年 4月にマッ

クスプランク研究所にて開催されたシンポジウムにおいてドイツ語で報告した。その後、

2018 年 7月に日本の相続法改正が公布されたため、シンポジウムでの報告をもとに改正法

の概要と問題点を分析して、ドイツ語の論文を日本法ジャーナルに公表した（2018 年 12

月）。 

（３）マックスプランク研究所でチューリッヒ大学のアーネット教授をはじめとするスイ

ス出身の研究者からスイスの相続法改正の情報と文献の提供を得て、スイス相続法改正の

内容を分析し、日本の相続法改正と比較検討した日本語の論文を成果として阪大法学に公

表した（2019 年 3月）。 

（４）2015 年オーストリア相続法改正による遺留分制度の変化を 2018 年の日本の相続法

改正による遺留分制度の変化と比較しながら、日本の新遺留分制度の特徴を分析し、成果

を日本語の論文として阪大法学に公表した（2019 年 11 月）。 

（５）なお、相続法の基礎にある問題として、日本の家族法の抱える問題について、ベル

リンの国際調停センター（Mikk）の研究会（2018 年 1 月）およびポーランド・トルンの家

族サービス学会（2019 年 3 月）にて英語で口頭発表した。 
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